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Summary

　　　　“The　handicapped”is　defined　in　the　Fundemental　Act　for　the　Handicapped（1970）as

“any　person　who　has　a　considerable　and　long－pending　limitation　in　one’s　daily　life　or　social

activities　with　a　physical　impairment　of　moving，　seeing，　hearing，　balancing，　voice　or

speech；afixed　organic　disorder　of　the　heart，　respiratory　system，　and　the　like；or　mental

impairment　such　as　mental　deficiency”．　In　those　people，　the　dental　health　has　much　more

importance　than　in　the　other　normal　people．　For　a　person　who　is　developing　or　has　to

recover　from　retardation　should　bite　well．　The　infection　following　dental　diseases　is　often

dangerous　in　those　who　have　serious　organic　disorders　or　low　resistance　associated　with　a

congenital　abnormality．　Although，　many　people　suffer　from　dental　caries　and　periodontaI

disease，　some　of　the　severely　handicapped　differ　from　the　normal，　sometimes　having　not

even　the　ability　to　inform　others　of　their　severe　pain．　We　should　correctly　understand　that

most　of　the　mentally　retarded　or　the　cerebral　palsy　patients　have　no　ability　to　use　dentures

if　they　lose　their　own　teeth．　The　most　superior　dental　care　should　be　provided　for　such

severely　handicapped　people，　and　with　the　highest　priority．

　　　Nevertheless，　the　handicapped　are　kept　at　a　distance加m　dental　service。　The　Welfare

Ministry　estimates　that　one　in　every　200r　so　Japanese　has　some　type　of　handicap，　but　few

of　them　can　receive　adequate　dental　service．　It　is　suggested　that　such　regrettable　situations

are　the　result　of　a　certain　Iimitation　of　private　practice，　which　makes　up　ninty－seven

percent　of　Japanese　dental　service，　and　a　lack　of　instruction　in　dentistry　for　the　han・

dicapped　in　the　coventional　dental　education　system．

　　　In　the　past　decade，‘‘Special　Patient　Care　in　Dentistry”has　been　developing．　For　dental

needs　beyond　range　of　the　usual　service　of　general　practitioners，　the　concept　of‘‘the　special

patient”was　proposed．　It　includes　those　who　require　major　oral　surgery　or　complex

（1985年5月29日受理）



2 笠原：障害者と特殊歯科医療

orthodontic　procedure　at　first，　but　now，　in　a　narrow　sense，　it　means　those　who　require

special　medical　or　behavioral　management，　such　as　the　handicapped，　the　aged，　and　the

patient　with　an　organic　disorder．

　　Tho　special　patient　clinics　in　dental　departments　of　hospitals　and　public　dental　service

centers　should　be　set　up　in　every　district．　The　substaniality　of　the　secondary　and　theI

tertiary　care　such　as　hospital　service　is　absolutely　neccesary　for　treatment　of　severe　and

progressed　dental　diseases　which　are　found　frequently　in　the　handicapped，　but　not　enough

for　maintainance　of　their　dental　health．　The　other　element　is　the　primary　health　care

provided　by　general　practitioners．　Indeed，　the　disabled　person　eamestly　demands　to　receive

dental　service　in　his　living　environment．　Periodical　check，　health　education，　tooth　brushing

instruction，　prophylaxis，　and　preventive　procedures，　as　well　as　early　treatment　if　indicated，

are　much　more　powerful　in　such　persons，　and　not　so　difficult　for　a　general　practitioner

when　he　has　the　essential　infomation　of　the　handicapped　and　the　behavior　management．

The　concept　of　normalization　should　be　introduced　in　the　dental　education　system．

はじめに

　世の中で一番良い歯を必要とするのはだれであ

ろうか？　人間にとっての「歯」の役割と，それ

が病気に侵されたときの影響とを，もう一度考え

てみてほしい．

　健常な成人にとっては，「ムシ歯」などは病気の

数にも入らないかも知れない．「痛くなったら最寄

りの歯医者に行って治療してもらえぽいいのだ

し，放置しておいたところで，生命に危険が及ぶ

わけでもない．最悪の場合でも抜歯して入れ歯に

すれぽ済む…」そんな程度にしか考えていない人

が世間には多い．

　ところが，重い心身障害を持った人たちでは，

事情はまったく違ってくる．施設に収容されてい

る人たち，あるいは在宅でもねたきりに近い状態

にある人たちにとって，しばしぽ唯一の生きる喜

びである「おいしく食べる楽しさ」が，たった一

本の痛い歯の存在であっさりと失われてしまうこ

とを考えてほしい．歯が痛くても「痛い」と訴え

るすべすら知らずに苦しんでいるような人もいる

のである．

　成長発育の過程にある子どもたち，あるいは発

達の遅れを取り戻さなければならない障害者たち

にとっては，「歯」の存在意義がまるで違うことを

見落としてはならない．また，心奇形をはじめとす

る全身疾患や抵抗力の低下を見ることが多いこう

した人たちでは，歯性感染が健常者とは比較にな

らないほど危険なことも指摘されるべきである．

　さらに，ある程度以上の重い障害を持つ人では，

可撤式の義歯を使いこなすことがきわめて困難で

あることも理解されなけれぽならない．成人障害

者の収容施設などで，歯を失った重度障害者が小

鳥のすり餌のような食事しか摂れなくなってし

まっているのは，まさに悲惨としか言いようがな

い．だれよりも一番良い歯，いつまでも食物をしっ

かり噛めるじょうぶな歯が必要なのは，実は障害

者なのである．

　このように，障害者こそが最高水準の歯科医療

を最優先で受けるべき存在であるにもかかわら

ず，近年までの歯科医療の対象は健常者に限られ，

歯科医院の門は重度の障害者や有病者には固く閉

ざされていた．社会福祉が唱えられる現在におい

てさえも，彼らを積極的に受け入れる歯科医療機

関は数少ないし，内容的にも必ずしも十分ではな

い．このような医療現場の不十分な対応は，在来

の歯科医学教育の不備，すなわち修復・補綴など

「歯」の治療技術に偏重して「人間」を疎かにし

がちであったところに原因しているとの批判もあ

る．「心身障害」の概念そのものについてさえ，第

一線の歯科医師の間では混乱が見られることがあ

る現状に対して，障害者歯科学の確立と普及は急

務と言える．本稿は，障害者に対する歯科医療を

めぐるいくつかの問題点を整理して，今後の発展

を展望しようとするものである．

障害の概念

古来より，身体的あるいは精神的になんらかの
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障害を負った人たちは無数に存在していたし，そ

うした障害を表現するために，不具，廃疾，盲，

聾，唖，あるいは精神病，精神薄弱，その他現代

では差別用語として書き記すことすらはぼかられ

るような言葉もまた無数に存在した．しかし，こ

うした人たちを包括的に理解するための「心身障

害」あるいは「障害」という概念は，意外にも比

較的新しいものである．わが国の代表的な国語辞

典1・2）でも，こうした語釈はごく最近までほとんど

採録されていない．例えぽ，広辞苑第二版補訂版

（1976）では「①さわり．さまたげ．じゃま．②

障害競争の略」のみとなっている．

　現時点での一般的な概念としては，「国際障害者

年行動計画」3）の中で心身障害を三つの次元から

規定したWHO（世界保健機関）の考え方が最も

妥当なものと思われる（表1）．すなわち，第一に

は心身の形態または機能がなんらかの形で損なわ

れている状態（impaimlent）があり，第二にその

結果として生ずる活動能力の制限または欠如

（disability），そして第三に能力障害のため被る

社会的不利（handicap）があるとする．これら三

者は，密接に関連してはいるが，機能障害は必ず

しも能力障害を生ずるものではなく，また，能力

障害が常に社会的不利に結びつくものでもない．

機能障害があってもリハビリテーションにより残

存能力が強化されれぽ，能力障害の程度は軽くな

るし，職場や住宅などの社会環境が適切に整備さ

れれば，能力障害があっても障害者が健常者と同

様な社会生活を営むことが可能となる．例えば，

下肢のマヒにより歩くことができない人でも，車

いすを利用すれば移動能力は回復され，さらにプ

ログラマーなどの適切な職につくことができれ

ぽ，自立した社会生活を営めるようになるという

わけである．

　リハビリテーション（rehabilitation）とノルマ

ライゼーション（normalization）4）の理念もまた

障害者について考える上で不可欠である．従来と

もすれば，障害者を非生産的な「弱者」としてと

らえる態度が少なくなかったが，これは，どんな

障害者でも一人の人間としてその人格の尊厳性を

回復する可能性を持つ存在であり，その自立は社

会全体の発展に寄与するものであるというリハビ

リテーションの理念にそぐわない．障害を持つ人

でも人間らしく生きることができるようにするた

表1：WHOによる「障害」の概念

3

①impairment（機能障害）：人体の器官に持続的

　な異常が生じている状態，あるいは，精神や身体

　の機能が異常をきたしている状態

②disability（能力障害）：機能障害のために生じ

　た能力の低下

③handicap（社会的不利）：スポーッやゲームで

　の用語と全く同じで，負担条件を意味する．

表2：法律用語としての「障害者」

　1）障害者の定義

　障害者とは「肢体不自由，視覚障害，聴覚障害，

平衡機能障害，音声機能障害若しくは言語機能障害，

心臓機能障害，呼吸機能障害等の固定的臓器障害又

は精神薄弱等の精神的欠陥があるため，長期にわた

り日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」

　　　　　　　　一心身障害者対策基本法第2条

　2）心身障害者の範囲

　身体障害については，身体障害者福祉法の別表で，

例えば，視覚障害であれば，両眼の視力の和が0．13

以上0．2以下のものが5級等というのうに具体的に

規定している．

　精神障害については，精神衛生法で，「精神衛生法

で，「精神障害者とは精神病者，精神薄弱者及び精神

病質者」と定義されているのみで，その範囲につい

ての具体的な規定はない．なお，精神薄弱者福祉法

の定義の部分は現在では削除されている．

　3）児・者の区別
　18歳未満については「身体障害児」，「精神薄弱児」，

それと対比して18歳以上または年齢による区分をし

ないときは「身体障害者」，精神薄弱者」と呼ぶこと

となっている．

　なお，身体障害者と精神障害者の両方を指すとき

は「心身障害者」とするが，最近では単に「障害者」

と呼ぶようになりつつある．

めの技術的，社会的，政策的対応の総合的体系の

整備とともに，地域社会のなかに障害者をあたた

かく受け入れるような意識の変革も，徐々にでは

あるが進みつつある．こうした認識は，歯科医療

の場においても，障害者に接する際には常に念頭

に置かれるべきであろう．

障害の定義

　「心身障害」という語に具体的な定義を与えた

のは，古くは第二次大戦による傷庚軍人を当初の

主な対象として成立した身体障害者福祉法（1949）

をはじめとする法規である．精神衛生法（1950），

精神薄弱者福祉法（1960）などを経て，心身障害

者対策基本法（1970）により法律上の定義（表2）
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がほぼ完成している．なかでも，身体障害につい

ては，その別表により，それぞれの障害の範囲に

ついても明確な規定がなされている．

　国際的にも，国際連合が「障害老の権利宣言

（1975）3）において，障害者を「先天的か否かにか

かわらず，身体的又は精神的能力の障害のために，

通常の個人生活並びに社会生活に必要なことを自

分自身では，完全に又は部分的にできない人」と

定義している．また「国際障害老年行動計画」3）に

おいては，「今日，多くの人々は，障害とは“人体

の運動動作の支障”に等しいと考えている．しか

し，障害者といっても等質の集団をなすものでは

ない．例えぽ，聴覚機能に障害がある者，視覚障

害者，精神薄弱者及び精神病者，身体の動きに障

害のある者，そして様々な医学的支障を有してい

る者は，それぞれ異なった解決法を有する異なっ

た問題を有しているのである」と述べている．

　以上のように，障害の種類や程度はきわめて多

種多様ではあるが，日常生活や社会生活に相当程

度の制限が長期にわたることが，基本的な「障害」

の概念と考えられる．すなわち，われわれは時々

病気になったり，けがをしたりするが，多くの場

合は間もなくそれが治って，また元どおりの日常

生活や社会生活が営めるようになる．ところが，

ときにはそれが形態上の欠損や機能の低下を後遺

してしまうため，身のまわりのことにも不自由し

たり，社会活動を制約される状態に陥ることがあ

る．このような状態が「障害」として社会的にも

認識されているのである（厚生白書，1981）5）．

　しかし，これらは医療，とりわけ歯科医療の立

場からの考え方とは必ずしも一致するものではな

い．「心身障害」が特定の疾患あるいは疾患群を意

味する医学用語ではないことには注意すべきであ

る．

心身障害の分類

　先天異常や発達障害は小児科，脳性マヒや脳卒

中後遺症などの肢体不自由は整形外科，精神疾患

は精神神経科，心疾患や呼吸器疾患は内科…など

と，それぞれの専門分科で個々ばらぼらに取り扱

われることが多かったためか，医学的な立場から

の心身障害の包括的な把握は，これまでのところ

では必ずしも十分とは言えない．大多数の一般医

師にとっては「障害者の医療」という概念は，リ

表3：上原の分類（1972）7）

障　　害 の　　種　　類

中枢神経の障害 精　　　　　　　　　薄

脳　　　性　　麻　　痺
て　　　ん　　　か　　　ん

1
神経筋系の疾患 進行性筋ジストロフィー

ｽ　発　性　硬　化　症
脳　　　　　　　　　症
ポ　　　　　　リ　　　　　オ

そ　　　　の　　　　他
II 情　緒　障　害 小　　児　　自　　閉　　症

亡
III 感覚器の障害

目聾

血　　　　友　　　　病

VI 血　液　疾　患
白　　　　血　　　　病

〟@　　　斑　　　　病
そ　　　　の　　　　他

小　児　リ　ュ　ウ　マ　チ

Vll
全身疾患または

攝ｫ疾患
ネフ　ローゼ症候群
ｬ　　　児　　　結　　　核

そ　　　　の　　　　他

兎　　唇　　口　蓋　　裂
IV 言　語　障　害 1，II，　nlと関連あるもの

そ　　　　の　　　　他

心　臓　疾　患
先　天　性　心　疾　患

縺@天　性　心　疾　患

ハビリテーション医学の応用などのごく狭い範囲

しか意味しないであろう．しかし，これからの地

域医療の発展のためにも社会医学的な側面からの

見直しは必須の課題である．歯科的にみた心身障

害の種類としては，MagnussonとSvatunの分
類6）や上原の分類（表3）7）などがあるが，小児歯

科的な立場に偏っているので，ひとつの試案とし

て，筆者らが日本障害者歯科学会へ提案している

分類（案）を掲げておく（表4）．

デンタル・ハンディキャップ？

　そこで，歯科医療あるいは歯科保健の立場から

見たハンディキャップとはなにかを，もう一度検

討してみる必要がある．歯科疾患の大多数が自然

治癒を期待できないものであるからには，歯科的

健康を維持する上での最大の社会的不利とは「現

実の歯科医療からの疎外」ではないだろうか．

　福祉行政の立場からは重度障害者に認定されて

いる者であっても，その全員が歯科的にハンディ

キャップがあるとは限らない．例えぽ，右腕を付
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表4：心身障害の分類（笠原・1985）

障害コード

E≡三］・＊＊＊・大頒（・＊＊・健常あ…は不明）

　　　　　＊2＊＊：中分類（＊0＊：中分類不能あるいは不明，

　　　　　＊＊3＊：小分類（＊＊0：小分類不能あるいは不明，

　　　　　＊＊＊4：重複障害の有無（数）

分類表（主な障害名のみを示す）

＊9＊　その他）

＊＊9　その他）

大　分　類 発達期以前に生じたもの 発達後に生じたもの

1＊＊＊

ｸ神障害1
i知能障害）

11精神発達遅滞（精神薄弱） 15脳卒中後遺症としての知能障害

P7精神病による知能障害

P8老人性痴呆症（ボケ）

2＊＊＊

ｸ神障害II
i情緒障害）

21幼児自閉症

Q2自閉的傾向，絨黙など

25異常な歯科恐怖症

Q7精神病による情緒障害

Q8老人性痴呆症による情緒障害

3＊＊＊

ｸ神障害m
i意識障害・痙

ｹ性疾患）

31大発作を伴うてんかん

R2その他のてんかん

R5脳損傷による意識障害，植物症

R7精神病による意識障害

4＊＊＊

?ﾌ不自由1
i中枢性の運動

瘧Q）

41脳性マヒ 45脳卒中後遺症としての運動障害

S6脳卒中以外の脳損傷（外傷，感染症など）

@による運動障害
S7脊髄損傷（脊損）

5＊＊＊

?ﾌ不自由II
i非中枢性）

51四肢・体幹の先天異常

T2進行性筋ジストロフィー症

T3発達期の外傷，感染症

56発達後の外傷，感染症などによる不自由

T9その他の非中枢性運動障害

6＊＊＊

ｴ覚器障害

61視覚障害（全盲），62　〃　（弱視）

U3聴覚障害（聾）　，64　〃　（難聴）

U5平衡機能障害

7＊＊＊

ｾ語機能障害

71脳性マヒによる言語障害

V2聴覚障害と関連した言語障害

V3口蓋裂と関連した言語障害

75脳卒中後遺症としての言語障害

8＊＊＊

｢わゆる内部障

Q

81循環機能障害，82呼吸機能障害

W3腎機能障害，　84肝機能障害

W5代謝障害，　　86血液疾患

9＊＊＊

ﾁ殊な疾患，症

�Q

91ダウン症候群

X2先天性風疹症候群

け根から失っている人でも，歯科診療を受けるに

はほとんど問題はない．逆に，小児自閉症や情緒

障害といわれる人たちは，日常の生活はほとんど

自立しているということで「障害者」の統計には

含まれないことが多いが，歯科診療は最も困難で

ある．もっと言うならば，医学的にはまったく健

常ではあっても，「泣く子はお断り」とか「その治

療は健康保健ではできない」などと，現実の歯科

医療から締め出されている人が必ずしも少なくは

ないのではなかろうか．

　つまり，なんらかの事情で，適切な歯科医療を

受けることができない，あるいはそれに非常な困

難を伴うような人がいたら，その人こそが歯科医

療の立場から見た「障害老（the　handicapped　in

the　dental　care＝歯科医療に不自由している人）」

と呼ぽれるべきだと，筆老は考えるのである．

　似たような概念としては，歯科医師の側からの

発想として「歯科医療をH行う”上での障害を持
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表51取り扱いの面から見た障害者の分類（笠原・1981）1°｝

障害の種類 主な取り扱い方法

A． コミュニケーション 知能障害を伴わない肢体不自由， 基本的な取り扱いによる通常の歯科診療

容易群 脳性マヒ． …… n域の個人開業医，小診療所（第1次医

軽度の精神発達遅滞 療機関）

B． コミュニケーション 中等度の精神発達遅滞，視・聴覚 基本的な取り扱いを原則とすることが，必要に

可能群 障害． 応じて補助的手段，（前投薬，笑気吸入鎮静法，

筋緊張や不随意運動が激しい脳性 静脈内鎮静法など）を併用する．

マヒ　　・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　、
c…齧蛻縺C大規模診療所，公的な口腔保健

障害は比較的軽度でも緊急に侵襲 センター（第2次医療機関）

の大きな処置を要する場合．

C． コミュニケーション いわゆる小児自閉症，精神分裂 特殊な取り扱い（いわゆる強制治療）

困難群 病など 物理的身体抑制法または全身麻酔

重度の精神発達遅滞（2歳末満の ……謔Q次医療機関または病院歯科（第3次
健常児も同じ） 医療機関）

D．全身管理対象群 血液疾患，心疾患，その他の重篤 基本的な取り扱い．ただし，必要に応じて入院

な全身疾患 あるいはそれに準じた集中的な全身管理が必要

……a院歯科（第3次医療機関）

つ者」と定義付けられるthe　dentally　han・

dicapped　child（Weyman，1971）8）やデンタル・

・・ンディキャップ9）という用語が以前から存在す

るが，これらは素直に解釈すれば「歯科疾患のた

めに社会的不利を生じている人（例えぽ，歯を失っ

てまともな食事がとれない．醜い歯並びで人前に

出られない．口蓋裂で言語障害があるなど）」を意

味するようであり，あまり適切な用語とは言えな

いと思う．

　第一線の歯科医療の立場から見るならぽ，取り

扱いの困難性が最も問題となるので，そうした面

からの障害者の分類（笠原，1981）1°｝も考えられる

（表5）．

障害者の現状

　わが国の身体障害者は，18歳未満の身体障害児

が11万人，18歳以上の身体障害者が203万人，総数

では214万人と推計されている（身体障害児実態調

査，1970；身体障害者実態調査，1980など）11）．ま

た，精神障害者については，最近では実態調査が

困難であるため正確な数字ではないが，18歳未満

の精神薄弱児が17万人，18歳以上の精神薄弱老が

19万人，さらに精神病者等が100万人程度，総計136

万人ぐらいと推定されている（精神薄弱者実態調

査，1971；全国精神衛生実態調査，1963など）11｝．

その他，難病やねたきり老などもあり，幅広くと

らえた場合，わが国の障害者の総数は約450万人以

上と推定されている（厚生白書，1981）5｝．これは

全人口の4％弱に相当する．つまり，20数人に1

人の割合で障害者が存在するのである．

　これらの障害者こそが，最高水準の歯科医療を

最優先で受ける必要のある人びとであることは，

冒頭に論じたところであるが，現実には既成の歯

科医療から最も疎外された存在となっていること

が、厚生省科学研究費による久保田ら（1981）12）の

広範な調査からも明らかである．障害児の保護者

の集まりなどでは，「積極的に治療してくれる歯科

医がいない」という悩みが常に聞かれる．例えば，

埼玉県のある養護学校でのアンケート回答13）で

も，「……校医さんのところで治してもらいなさい

とか，こういう子はできないとか断られたことが

多くあり，歯医者さんを何軒たずね歩いたか分か

りません」，「治療がやりにくいから連れてきては

困ると言われた」，「ムシ歯が痛みだすと大声で一

晩中泣いてあぼれるが，障害のある子は手がかか

るので診てもらえない」，「この子は動くからと

いって，完全な治療をしてくれなかった」などと，

歯科医療に関する苦情が集中している．養護学校

では必ず学校歯科医がいるはずであるが，「ききわ

けがなくて口を開けないから」と，年一回の検診

すら満足に実施しない校医が珍しくないことが，

各地の養護教諭たちから報告されている．

　自力では移動することもできないような重度の

障害者では，状況はより深刻であって，口腔内の
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歯のほとんど全てが残根で，歯肉からたえず血膿

が流れ出しているような状態であるにもかかわら

ず，歯科医療からはまったく見放されていたよう

な症例は，われわれ自身でも少なからず経験して

いる．

7

特殊歯科医療の概念

　わが国の歯科医療機関の総数は約4万2千であ

るが，その97％は個人開業医である（厚生省「医

療施設調査」1982）14）．小規模の診療所で行われる

歯科医療には，技術的にも設備的にも一定の限界

があるのは当然であろう．

　そこで，個人開業医での通常の歯科診療の範囲

を超える医療需要への対策を考えることが必要に

なり，「特殊歯科医療」の概念が登場した．東京医

科歯科大学の久保田康耶教授らをメンバーとする

厚生省科学研究費による研究班（1974）15｝は，その

報告書の中で，特殊歯科医療とは「一般開業歯科

医の治療範囲外にある口腔疾患の治療をいう」と

定義した上で，その内容として，心身障害者，小

児，口腔外科，矯正をあげている．

　これらの内容は，次のように整理してみること

も可能である．

　①対象となる口腔疾患そのものが，特殊な，

あるいは高度に専門化した技術を必要とする場合

major　oral　surgeryや，いわゆるskeletal　pattern

の不正咬合の矯正などが，ここに該当する．

　②口腔疾患そのものは，比較的ありふれたも

のではあるが，その診療に特殊な配慮を要する場

合……問題点の所在により，さらにいくつかに分

けられる．

　a．患者の協力を得るのに問題がある場合

　乳幼児，精神発達遅滞者，情緒障害者，歯科恐

怖症患者など，知的能力や情緒面に特殊な条件を

持つ者．脳性マヒ者など，静止した姿勢が維持で

きない老など．

　b．全身状態に問題がある場合

　先天異常や，いわゆる有病者などである．

c．社会的に問題がある場合

　身体障害者の通院上の困難，経済的な問題，健

康保険制度の不備など，重大な問題点が少なくな

い．

　社会的な問題はさておき，実際の歯科臨床の立

場からでは表6のように整理しておくのが，対応

　　　　表6：「特殊歯科医療」の対象

　太字の部分は一応の専門科が確立している．その以

外の部分がthe　special　patientの範囲と考えられる．

1，高度に専門化した医療技術を要求される歯科疾

患

①ロ腔外科的疾患（悪性腫瘍，顎骨骨折など）

　　　　　　　　　　　　　　一→ロ腔外科
②高度な不正咬合なと　　　　一一矯正歯科

③ロ唇ロ蓋裂一→ロ腔外科，矯正歯科，小児歯科

④歯周病　　　　　　　　　　一一・歯周病科

　（その他，補綴，歯内療法などの分野にも専門医

　の対象となる困難な症例が存在する）

2．協力性に困難がある患者

①低年齢の健常児

②知能・情緒障害者

　　一→小児歯科

一→ i障害者歯科）

③コミュニヶ一ション障害者（感覚器障害，言語

障害など） 一一 i障害者歯科）

④姿勢や動作のコントロールができない患者（脳

性マヒなど） 一一 i障害者歯科）

3．歯科的侵襲が全身的に有害な影響を及ぼしやす

い患者（心疾患，血液疾患など）

霧驚《有病者｝一・働障害者歯科・

③高年齢者　　　　　　　　一一（老人歯科）

4．特殊な診療形態を要する患者

①入院

②手術，全身麻酔

一→ロ腔外科，（病院歯科）

　　　　　一→ロ腔外科，麻酔科，（病院歯科）

③他科とのチームワーク

　　　　　　　ー→（施設内歯科，病院歯科）

④往診（ねたきり老人，重度障害者など）

　　　　　　　　　　　一→（障害者歯科？）

⑤学校，施設への巡回診療一一・　？

⑥センターでの医療相談，保健指導

　　　　　　　　一→（保健所，歯科医師会）

を考える上では好都合であろう．

「特殊診療科」とSpecia｜Pacient　Care

　上述した特殊歯科医療のうち，第1項の内容に

ついては，すでに口腔外科，矯正歯科などの専門

分野が発達し，それぞれ機能を果たしている．し

かし，第2項の内容については，一般的な認識も

少なく，在来の歯科医療体制はおよそ不十分なも

のであった．例えぽ，2歳児の広範性踊蝕などは，

一般開業医では十分な処置は不可能なはずである

にもかかわらず，それを小児歯科専門医へ紹介す

る習慣はまだ必ずしも確立していない．「要するに

ムシ歯の治療で，やる気になればそんなに難しい

ことでもない．ただ泣かれるのは面倒だから…」
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などと，behavior　managementや全身管理などが

軽視され，修復・補綴の技術のみが偏重されてい

る間は，小児歯科や障害者歯科の専門性は正当な

評価を得られそうにもない．

　ここで強調したいことは，修復や補綴など「歯」

の治療技術よりも，患者の精神的・情緒的側面や

全身についての医学的管理など，広い意味での「患

者の取り扱い」に特別な技術を発揮する専門医の

必要性である．これが狭義での「特殊歯科医療」

あるいは「特殊診療（歯）科」であり，合衆国で

のSpecial　Patient　Carei6）に相当する新しい専門

分野と考えられる．すなわち，広i義の特殊歯科医

療から，ロ腔外科，矯正歯科，あるいは小児歯科

など，すでに専門分野が確立している部分を除い

た内容を担当しようとするものである．

　上原（1977）17）は，日本大学松戸歯学部にわが国

で最初の特殊診療科を発足させるに当たり，「心身

障害者の如く，歯科医療を享受するに際して，心

理的，生理的，あるいは機能的な条件に特殊性が

あり，また心身障害に由来する特異な歯科的問題

点を伴うものを対象とする．その歯科医療行為に

際しては，対象者のもつ特殊条件に充分な配慮を

必要とした上で，包括的な歯科医療行為をすすめ

ていくものである」と定義している．主要な対象

が障害者ではあっても，特殊診療科イコール障害

者歯科ではないことに留意すべきであろう．ちな

みに，わが国で障害者歯科学の専門講座を有する

日大松戸と松本歯科大学がともに病院の診療科と

しては「特殊診療科」を標榜している．松本歯科

大学病院の特殊診療科18）でも，その入り口に「…心

身の障害や不自由などのため，他の医療機関での

診療に問題がある患者さんを優先させていただき

ます（後略）」と掲示し，その対象を明らかにして

いる．

　精神発達遅滞（法規上の用語では精神薄弱）や

脳性マヒなどで，施設に収容されている人たち，

あるいは養護，盲，ろうなどの特殊学校に通学し

ている子どもたちだけが，障害者だと思っている

人もまだ存在するようではあるが，法律にも明記

されているように，心臓，呼吸器，腎臓などの機

能障害が持続している人もまた障害者なのであ

る．わが国が高齢化社会に向かいつつあると言わ

れる現在，成人疾患と呼ぼれるようなさまざまな

慢性疾患のために日常生活や社会活動に不自由を・

生じているような人たちは，ますます増加してい

くに違いない．心疾患などの全身疾患を合併して

いる患者の歯科診療は，従来は主として口腔外科

で行われてきた．抜歯などの外科的侵襲に際して

の全身管理については，伝統的に口腔外科学の範

疇であり，実際的にも麻酔のトレーニングを受け

た口腔外科医が最も適任であろう．しかし，重点

を日常的な歯科保健に置いて，社会的な問題点に

も適切に対応しつつ系統的な健康管理を実施する

という立場は，既存の専門分科の枠内では必ずし

も十分には得られないと思われる．

　かっては歯科での「特診」といえぽ，貴金属材

料を使用した補綴治療などに高額な医療費を支払

える患者のための「特別診療」を意味していた．

「スペ患」という隠語も同様な意味で使われてい

た．しかし本来は，心身障害のようなハンディ

キャップを持った人たちこそが，最高水準の歯科

医療を最優先で受ける必要がある人たち，すなわ

ちthe　special　patientなのであり，そうした人た

ちに歯科医療を供給する場こそが「特診」と呼ば

れるべきなのである．この観点から言えば，いく

つかの大学病院での「特殊診療科」の発足は，わ

が国での現代歯科医療のひとつの到達点を示すも

のと考えることもできよう．

特殊歯科医療の発展

　障害者などのthe　special　patientの歯科医療に

ついての組織的な活動は，1948年のニューヨーク

の小児歯科医らのThe　Dental　Guidance　Council

for　Cerebral　Palsy設立まで遡ることができ

る19）．小児歯科では「子どもがおとなしく口を開い

てくれたら，仕事の半分は終わったようなものだ」

と百年も前から言われているように，取り扱いの

問題が重視されてきたから，この分野の先駆者の

多くが小児歯科出身であったのも当然かもしれな

い20）．

　一方，さまざまな心身障害や全身疾患を持った

患者の医学的管理という側面では，病院歯科の立

場からのアプローチも見逃せない．在来の口腔外

科主体の病院歯科とは多少異なった側面が必要と

いうことで，医育機関でも50年代の早い時期から

コロンビア大のCPコース21）やペンシルバニア大

special　patient　clinicなどが開設され，人材の養

成が進められた．60年代に入ると，合衆国では各
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地での病院歯科の発展と障害者施設内診療の普及

が見られ，ほとんどすべての大学歯学部で，大学

院レベルから学部での卒前教育へと，障害者歯科

学の必修化が図られるようになってきた22－’27）．

　70年代以降では，世界的な社会福祉への関心の

高まりの波もあって，障害者の歯科保健はますま

す注目を集めるようになり，合衆国でもこの面の

数育に連邦資金が投入されはじめている．1974年

からのジョンソン財団の助成金もこの分野の発展

に大いに寄与した28・29｝．それまでは患老のデマン

ドへの対応が主で，取り扱い方法も身体抑制法に

とどまっていたのが，積極的にニードを追求して，

早期治療や予防に重点を移すとともに，より複雑

な処置を円滑に行うために，行動管理のテクニッ

クが研究され，行動変容技法や薬物による鎮静法

が応用されるようになった3°’31）．

　80年代では，治療偏重から包括的な予防対策を

も含めた地域医療体制の確立へと，歯科医療その

ものが流れを変えはじめたこととも関連して，ノ

ルマライゼーションの理念が理解されるようにも

なってきた．チームワークによる歯科医療の概念

の定着も，この10年間の大きな特徴といえよう．

予防を重視した包括的な歯科医療は，診療補助者

との密接なチームワーク抜きには考えられない．

また，地域での他科医師や保健関係老との連携，

第一線診療所と病院，基幹病院を結ぶ有機的な

ネットワークは，このような歯科医療には不可欠

なものであり，とりわけ障害者を取り扱ううえで

は重要である．狭い専門分野に閉じこもった在来

の「専門医」の枠を超えることは，いまや時代の

要求ともいえる．

　1981年創刊の“Special　Care　in　Dentistry”（図

1）が，American　Association　of　Hospital

Dentitsts，　Academy　of　Dentistry　for　the　Han－

dicapped，　American　Society　for　Geriatric　Den－

tistryの三団体の合同機関誌として発行されてい

ることも，こうした考えかた32｝を反映しているよ

うである．

わが国での歩み

　わが国でもボランティア的な個人の診療活動は

古くから見られているが，組織的な取り組みとし

ては，1966年の大阪府歯科医師会によれる肢体不

自由児歯科診療センター33）の開設が特筆されるべ
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きである．以後，各地の歯科医師会が口腔保健セ

ンターの設立に際して，障害者歯科医療を休日夜

間の救急医療と並ぶ地域医療の「目玉」として取

り上げることが多くなり，看板倒れの内容も少な

くはないものの，なかには，1970年設立の京都歯

科サービスセンター34）のように，行政・自治体の援

助をも引き出して，地域医療のコアとしての位置

を確立しているところもある．60年代の終わりに

は「病院歯科」の分野でも，全身麻酔の積極的な

応用など障害者歯科医療の新たな展開が見られて

きた35｝．

　教育・研究面でも，当初は小児歯科学の一部と

しての「障害児」の枠内にとどまっていた35）もの

が，1973年の心身障害者歯科医療研究会の発足を

機に，次第にその輪が拡がり，1976年には日本大

学松戸歯学部にわが国で最初の特殊診療科が開設

され17｝，3年後には障害老歯科学講座（上原　進教

授）へと発展した．専門講座としては他には松本

歯科大学（1982年開設・笠原　浩教授）13）しかまだ

存在していないが，診療科としては，ここ数年の

間にも東京医科歯科大学，北海道大学，日本歯科

大学新潟歯学部などに設置され，講座開設準備中

Soecia1

図1：tcSpecial　Care　in　Dentistry”の創刊号
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の大学も数校ある．

　心身障害者歯科医療研究会も11年の歴史を経

て，日本障害者歯科学会へと発展し，会員数も千

数百名に達した．1984年に千葉市で開催された第

1回学術大会（通算第12回）では，1般演題だけ

でも口演99題，視聴覚発表8題の盛況であった．

国際的にもThe　Intemational　Association　of

Dentistry　for　the　Handicappedが活動し，隔年

に学術会議を開催している．1984年にアムステル

ダムで開催された7th　congressでは，30数ヵ国か

ら400名を超える参加者が集まり，わが国からは筆

者を含め12題の発表がなされた37｝．

専門医から地域医療の中へ

　医療の手を差し伸べられないまま長期間放置さ

れているthe　special　patientが無数に存在する状

況では，まず患老側からの医療要求（デマンド）

に応える応急的治療に終始するのもやむを得な

い．わが国の歯科医師会センターでの障害者歯科

診療ではまだこの段階にとどまっているところが

少なくないが，そうした治療だけではあまりにも

不十分なことは明らかであり，さらに一歩を進め

て包括的な歯科医療体制の確立が急がれなけれぽ

ならない．すなわち，第一線医療機関によるプラ

イマリ・ケアの重視と，それを後方から支援する

二・三次医療機関の役割の明確化であり，重層的

な地域医療システムの構築である（図3）．

　重度障害者の高度に進行した歯科疾患の治療

は，確かに大変に困難なものである．協力が得ら

れない患者に複雑な処置を実施するためには，身

体抑制法や全身麻酔などの特殊な取り扱いが必要

であろうし，処置に伴う侵襲が大きくなれば，身

体的な悪影響や合併症のおそれもある．このよう

な治療を第一線の医療機関に期待するのは無理が

あり，「障害者」と聞いただけで尻込みする開業医

が多いのも当然である．

　けれども，こうした困難な「治療」は別の医療

機関が責任を持って引き受ける体制が整備されて

いたとしたらどうであろうか．少なくとも相談窓

口として，障害者やその家族に対するコンサル

テーションはどこの開業医でも十分に可能なはず

であろう．障害老の歯科疾患の重症化を生み出し

ている悪循環（図4）を断ち切ることさえできれ

ば，その困難性は大幅に低下する．痛みや大きな

侵襲を伴わない医療行為，例えぽ，口腔診査，予

防処置，保健指導，ある程度までの早期治療まで

の範囲であれば，無用な精神的ストレスを与えず

に患者を取り扱うことができる技術を身につける

ことにより，重度の障害者であってもその大多数

は安全かつ容易に診療できるものなのである．

　歯科的健康の維持増進には，①ホーム・ケア（日

常的な口腔保健習慣の励行による第一次予防），②

プロフェッショナル・ケア（専門家による予防処

置，あるいは疾患の早期発見・早期治療），③パブ

リック・ケア（地域ぐるみの健康づくり）の三つ

の側面からの「歯科的健康管理」が必要とされる．

とりわけ，行動の不自由を伴う障害者では，日常

の生活を営んでいる地域内で，定期的な口腔検診

と保健指導，必要に応じて予防処置や早期治療を

供給してくれるようなファミリー・ドクターの存

在意義が大きい．これは，近年において障害者福

祉の基本的な理念として注目を集めているノルマ

ライゼーションの理念とも合致するところであ

り，こうした考え方を地域社会に浸透させること

’は，医療人の責務のひとつとも言えよう．

　二・三次医療レベルでのspecial　patient　clinic

や病院歯科の充実と並行して，第一線医療機関に

障害者歯科

図2　日本障害者歯科学会（当初は研究会）機関誌
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よるプライマリ・ケアのレベルでも，重度障害者

をはじめとするthe　special　patientへの正しい理

解が普及されなければならない．つまり，すべて

の歯科医師に対する障害者歯科学の普及が，重層

的な地域医療の構築と並行して、今後の課題とな

るのである．

「新しい歯科医療」への展望

　世の中には二種類の人間がいるという．すでに

「障害老」になっている人たちと，これから「障

害者」になる人たちとである．「障害者」とは，他

者の助けがなければ日常生活や社会活動に不自由

がある人と定義されるが，それならあなた自身は

だれの力も借りずにいつまでも生き続けられる

と，自信を持って言えるだろうか．つまり「障害

者」という特別な人種が存在するわけではなく，

したがって「障害者歯科」という「特殊」な歯科

医療は本来は存在すべきものではない．人間であ

る歯科医師が，人間である患者を診療するという

医療の本質は，どのような場合でも常に変わるは

ずがないのである．

Specia1　Patient（障害者など）

保健相談

医療相談

　第1次
（生活地域）

第　1線医療機関
（個人開業医，校医，園医）

紹介 紹介
1

専　門　医
蜍K模診療所

センター

紹介 紹介

病　　　　　　院 出

出向

専門スタッフ（SPC）

〈各レベルの機能〉

　第2次
（都市レベル）

　第3次
（広　　　域）

大学，

研究所

・コンサルタント（相談窓ロ）

・定期検診，保健指導，予防処置

・早期治療，簡単な処置

・専門的治療．やや複雑な処置

・鎮静法

・抑制法

　・特別な全身管理，検査，入院

出向・集中治療，全身麻酔

　・他科とのチームワーク

　　　　　　　　　・人材養成，教育，臨床医の研修

　　　　　　　　　・研究

図3：重層的な地域医療の体制

障害者側 歯科医側

歯科保健についての無知

　　　　u
口腔衛生の不備

歯科医療に対する不安・恐怖感

障害者についての無知

　　　　o
取り扱い技術の不備

障害者に対する不安・恐怖感
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　在来の修復・補綴偏重の歯科医療では，ともす

れぽ，「歯」のみに目を奪われて，患者という「人

間」を見失ってしまうことも少なくなかったよう

に思われる．確かに，「先生，この歯を抜いてくれ」

と言って来院するような患者を相手にする分に

は，「歯」の治療テクニックに熟達しているだけで

十分である．しかし，筆者に言わせてもらうなら

ぽ，そのような歯科医療のほうが，医療の本質か

らみれぽよほど「特殊」なのである．

　歯科医師が単なる「歯の修理屋」ではなく，生

きた人間の健康を守り育てる「医療人」のひとり

であり，地域ぐるみの健康づくりのリーダーとし

て信頼を集めるような存在となるためには，口腔

のみならず全身についても，さらに生活環境や社

会的背景についても，十分な知識や理解力を要求

されるはずである．

　障害者をはじめとするthe　special　patientは，

これまでの歯科医療にとってはきわめて困難な問

題であったに違いない．しかし，21世紀に向かっ

てこれからの歯科医療を飛翔させていこうと思う

ならば，この課題への真剣な取り組みがひとつの

展望を切り拓くものとなろう38）．高齢化社会に向

かう中での歯科医療に対するニードを的確に把握

し，国民の広範な医療要求や健康志向に応えてい

くためには，歯科医学・医療技術の急速な進歩を

全面的に反映するとともに，歯科医自身の資質の

飛躍的な向上をも図るような思い切った体質改善

を組織的に推進する必要があるが，障害者歯科は

このような「新しい歯科医療」の先駆的モデルと

しての条件を完全に備えているからである．

情報不足

軽　視

＿＿＼
なかなか治らない

通院困難

図4：障害者歯科疾患の悪循環

x。。。、、

　設備がない

　治療困難
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